
 

平成 27 年 3 月 27 日 

各 位 

東京都港区高輪三丁目 19 番 15 号 

日 本 貸 金 業 協 会 

問 合 わ せ 先 業務企画部 企画課  

電 話 番 号  0 3 - 5 7 3 9 - 3 0 1 3  

F A X 番 号 0 3 - 5 7 3 9 - 3 0 2 7 

貸金業が担う資金供給機能等の現状と動向に関する調査結果報告 

日本貸金業協会は、改正貸金業法の完全施行から 4 年が経過し、資金需要者等に対して貸金業が

担う社会的役割及び健全な資金供給機能が的確に発揮されているのか等、協会がこれまで継続して検

証してきた業界動向等の実態把握を目的として、「資金需要者」と「貸金業者」を対象としたアンケート調

査を実施しました。 

 

■ 調査概要 
 
１．資金需要者向け調査 

（1）調査方法：インターネット調査法 

 

（2）調査対象：調査会社が保有する全国 20 歳以上のインターネットモニター会員（学生以外） 

 

（3）調査期間：平成 26 年 11 月 26 日から 12 月 5 日 

 

（4）調査設計： 

＜個人向け調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【プレ調査】 

回収目標サンプル数 100,000 名 

【本調査（個人の借入利用者）】 

回収目標サンプル数：3,000 名 〔借入経験のある専業主婦（主夫）を含まない〕 

＜借入残高あり＞ 

消費者金融会社やクレジットカード会社・信販会社、事業者金融会社から、現

時点において借入残高がある個人 1,500 名 

＜借入残高なし＞ 

消費者金融会社やクレジットカード会社・信販会社、事業者金融会社から、

2010 年以前に借入残高があり、かつ現時点において借入残高がない個人

1,500 名 

【本調査（借入経験のある専業主婦（主夫））】 

回収目標サンプル数：600 名 

消費者金融会社やクレジットカード会社・信販会社、事業者金融会社から借入

経験があり、パート収入含む一切の収入がない専業主婦（主夫） 
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＜事業者向け調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）回答者数： 

＜個人向け調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業者向け調査＞ 

 

 

 

 

 

 

２．貸金業者向け調査 

（1）調査方法：郵送調査法および電子メールによる調査 

 

（2）調査対象：日本貸金業協会の協会員と、日本貸金業協会と金融 ADR 手続実施基本契約を 

締結している貸金業者 

 

（3）調査期間：平成 26 年 11 月 29 日から平成 27 年 1 月 9 日 

 

（4）調査票発送数：貸金業者 2,047 業者 

（協会員：1,236 業者／金融 ADR 手続実施基本契約締結貸金業者：811 業者） 

 

（5）回答者数：貸金業者 1,042 業者 

（協会員：789 業者／金融 ADR 手続実施基本契約締結貸金業者：253 業者） 

 

【プレ調査】 

回収目標サンプル数 40,000 名 

【本調査（借入経験のある事業者）】 

回収目標サンプル数：1,000 名 

貸金業者から事業性資金（運転資金・設備資金等）の借入れをしたことが 

ある個人事業主の借入利用者と、本人が経営する会社または所属する会社に

貸金業者から事業性資金の借入れをしたことがある小規模企業経営者の借入

利用者 

【プレ調査】 

回収サンプル数 99,821 名 

【本調査（個人の借入利用者）】 

回収サンプル数：3,111 名 〔借入経験のある専業主婦（主夫）を含まない〕 

＜借入残高あり＞1,550 名 

＜借入残高なし＞1,561 名 

【本調査（借入経験のある専業主婦（主夫））】 

回収サンプル数：633 名 

【プレ調査】 

回収サンプル数 49,944 名 

【本調査（借入経験のある事業者）】 

回収サンプル数：1,041 名（個人事業主：866 名 小規模企業経営者：175 名） 
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■ 調査結果の概要 

Ⅰ.貸金市場の状況（金融庁「貸金業関係資料集」より） 

 登録貸金業者数は平成 18 年 3 月から平成 26 年 3 月までの 8 年間に 14,236 業者から 2,113 業者へと、

85.2％減少している。 （P9 図 1） 

 貸金業者の消費者向け貸付残高は、平成 18 年 3 月の 20.9 兆円から平成 26 年 3 月には 6.2 兆円へと

70.3％の減少、同じく事業者向け貸付残高1 は、20.5 兆円から 16.7 兆円へと 18.5％減少している。  

（P9 図 2） 

 

Ⅱ.資金需要者調査の結果について 

１. 資金需要者（個人）の借入状況 

 個人の借入利用者（借入残高あり）の 42.7％が改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込み、その

うち 67.8％が希望どおりの借入れができたと回答しており、過去三ヵ年上昇傾向（昨年度から 6.6 ポイント上

昇、一昨年度から 8.0 ポイント上昇）となっている。また、個人の借入利用者における借入れの申込みを

行った際の資金使途については、「趣味／娯楽（レジャー、旅行を含む）費用」と回答した割合が 46.9％と

最も高く、次いで「食費」が 21.9％と続いている。 （P10,11,12,13,14,15 図 3,4,5） 

 個人の借入利用者の年収別に資金使途をみると、「趣味／娯楽（レジャー、旅行を含む）費用」と回答した

割合は、低所得者層、中所得者層、高所得者層2 でそれぞれ 35.8％、48.5％、55.4％と、年収が低いほど

その割合が低い傾向となった。一方、「食費」と回答した割合は、27.1％、24.0％、13.5％と、年収が低いほ

どその割合が高い傾向となっている。 （P14,15 図 5） 

 新たに借入れの申込みを行った3 個人の借入利用者に対して、新たな借入先として検討した先について

調査したところ、「クレジットカード・信販会社」が 60.3％と最も高く、次いで「銀行等の預金取扱金融機関」

が 43.6％と続いている。また、年収別でみると、低所得者層と中所得者層では「クレジットカード・信販会社」

がそれぞれ 72.4％、58.1％、高所得者層では「銀行等の預金取扱金融機関」が 56.9％と最も高い結果と

なった。（P17 図 7） 

 新たな借入れ検討先として選んだ理由については、消費者金融会社（大手）と消費者金融会社（地

域小規模）では「審査が早かったから」がそれぞれ 52.4％、46.5％、クレジットカード・信販会社

では「借入れ手続きが簡単だったから」が 46.8％、銀行等の預金取扱金融機関では「金利が低かっ

たから」が 56.2％と最も高い結果となっている。 （P18,19 図 8） 

 貸金業者から希望どおりの借入れができなかった際の行動について調査したところ、生活費（52.1％）や趣

味・娯楽費（45.7％）の抑制で対応している結果となっており、年収が低いほど「生活費を抑制した」と回答

した割合が高い傾向（低所得者層 60.0％、中所得者層 48.8％、高所得者層 46.4％）となった。    

（P21,22 図 10） 

 希望どおりの借入れができなかった際の影響としては、68.0％が日常の生活に支障がでたと回答しており、

年収が低いほどその割合が高い傾向（低所得者層 73.3％、中所得者層 70.8％、高所得者層 52.1％）と

なっている。 （P23 図 11） 

  

                                                  
1 事業者向け貸付残高には、グループ会社間での貸付残高も含むことに留意が必要 
2 低所得者層：年収 300 万円未満、中所得者層：年収 300 万円以上 600 万円未満、高所得者層：年収 600 万円以上と定義 
3「新たに借入れの申込みを行った」とは、改正貸金業法の完全施行日以降での貸金業者への借入れ申込みを指す 
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２. 資金需要者（事業者）の借入状況 

 借入経験のある事業者の 30.5％が改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込み、そのうち 59.6％

が希望どおりの借入れができたと回答しており、過去三ヵ年上昇傾向（昨年度から 12.0 ポイント上昇、一昨

年度から 12.9 ポイント上昇）となっている。（P24,25 図 12,13） 

 借入れの申込みを行った際の資金使途については、「取引先への支払い（事業の一時的な運転資金）」と

回答した割合が 42.6％と最も高い結果となっている。 （P26 図 14） 

 新たに借入れの申込みを行った借入経験のある事業者に対して、新たな借入先として検討した先につい

て調査したところ、「銀行等の預金取扱金融機関」が 58.1％と最も高く、「クレジットカード・信販会社」が

48.0％、「消費者金融会社（全国展開等の大手消費者金融会社）」が 28.5％となった。（P28 図 16） 

 新たな借入れ検討先として選んだ理由については、消費者金融会社（大手）、消費者金融会社（地

域小規模）、クレジットカード・信販会社では「借入れ手続きが簡単だったから」がそれぞれ 56.9％、

57.1％、59.3％と最も高く、事業者金融会社の場合では「担保・保証人が不要だったから」が 53.5％、

銀行等の預金取扱金融機関では「金利が低かったから」が 52.9％と最も高い結果となっている。   

（P29 図 17） 

 新たな借入れの申込みを行わなかった借入経験のある事業者における、貸金業者以外から借入れを行っ

た際の借入先をみると、「銀行等の預金取扱金融機関」と回答した割合が 61.5％と最も高く、「国や自治体、

生活協同組合等のセーフティネット貸付」が 30.8％、「家族や親族」が 26.9％と続いている。 （P30 図 18） 

 貸金業者から希望どおりの借入れができなかった際の行動について調査したところ、生活費（62.4％）や趣

味・娯楽費（49.7％）の抑制で対応している。一方、家族や親族から借りた（9.8％）等の貸金業者以外から

の借入れでも対応している結果となった。また、希望どおりの借入れができなかった際の影響としては、

41.2％が事業を拡大することができなかった（事業を縮小した）と回答している。 （P31,32 図 19,20） 

 

３. 個人向け貸付に求められる商品特性 

 個人の借入利用者に対して、資金の借入れを行う際に重要だと考える点について調査したところ、「金利が

低い」が 63.7％と最も高く、「保証人を立てずに借りられる」が 46.4％、「申し込みから借入れまでのスピード

が速い」が 45.3％と続いている。（P33 図 21） 

 個人の借入利用者4 が貸金業者から借入れを行う際の借入金額と期間をみると、76.4％が 100 万円以内と

回答しており、借入期間については、「1 週間以内」から「1 年以内」と回答した割合の合計が 47.1％となっ

た。（P34,35 図 22） 

 借入経験のある専業主婦（主夫）が貸金業者から借入れを行う際の借入金額と期間では、「10 万円以内」と

回答した割合が 45.2％と最も高く、100 万円以内と回答した割合は 84.9％となった。また、借入期間につい

ては、「1 週間以内」から「1 年以内」と回答した割合の合計が 53.8％となっている。 （P36 図 23） 

  

                                                  
4 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが申込みをあきらめた個人の借入利用者 
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４. 事業者向け貸付に求められる商品特性 

 借入経験のある事業者に対して、資金の借入れを行う際に重要だと考える点について調査したところ、「申

し込みから借入れまでのスピードが速い」が 60.2％と最も高く、「無担保で借りられる」が 56.8％、「保証人を

立てずに借りられる」が 56.6％と続いている。 （P37 図 24） 

 借入経験のある事業者5 が貸金業者から借入れを行う際の借入金額と期間をみると、100 万円以内と回答

した割合が 60.7％となった。また、借入期間については、「1 週間以内」から「1 年以内」と回答した割合の合

計が 55.8％となっている。 （P38 図 25） 

 借入経験のある事業者に対して、貸金業者から契約締結前に事前交付される概要書面の記載事項が、重

要なポイントのみに絞られる（簡素化される）場合の影響について調査したところ、「そう思う」と回答した割

合は、「契約内容を理解しやすくなる（契約内容理解のための負担が減る）」では 47.8％となった。一方、

「事前に契約内容を詳しく確認することができなくなるなど、不都合が生じる」と回答した割合では 34.8％と

なっている。 （P39 図 26） 

 貸金業者から保証人に契約締結前に同時に交付されている概要書面と詳細書面が、詳細書面のみに一

本化された場合の影響についての意見をみると、「そう思う」と回答した割合は、「契約内容を理解しやすく

なる（契約内容理解のための負担が減る）」では 49.0％となった。一方、「事前に保証契約の内容を詳しく

確認することができなくなるなど、不都合が生じる」と回答した割合では 30.5％となっている。 （P40 図 27） 

 

５. ヤミ金融等非正規業者との接触・利用状況 

 個人の借入利用者に対して、ヤミ金融等非正規業者6、クレジットカードショッピング枠の現金化7 業者、偽

装質屋8 の認知について調査したところ、「どのようなものか知っている」と回答した割合は、「ヤミ金融等非

正規業者」が 38.8％、「クレジットカードショッピング枠の現金化業者」が 32.9％、「偽装質屋」が 15.7％と

なった。 （P41 図 28） 

 個人の借入利用者（借入残高あり）9 のうち、ヤミ金融等非正規業者との接触経験がある割合は 16.1％（昨

年度から 4.6ポイント低下、一昨年度から 4.6 ポイント上昇）、クレジットカードショッピング枠の現金化業者で

は 21.5％（昨年度から 5.2 ポイント低下、一昨年度から 5.7 ポイント上昇）、偽装質屋については 7.8％（昨

年度から 2.2 ポイント低下）となった。 （P42,43 図 29） 

 借入経験のある事業者のうち、ヤミ金融等非正規業者との接触経験がある割合は 9.9％（昨年度から 12.5

ポイント低下、一昨年度から 3.8 ポイント低下）、クレジットカードショッピング枠の現金化業者では 14.7％

（昨年度から 12.4 ポイント低下、一昨年度から 5.2 ポイント低下）、偽装質屋については 3.0％（昨年度から

3.3 ポイント低下）となっている。 （P44,45 図 30） 

  

                                                  
5 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが申込みをあきらめた借入経験のある事業者 
6「ヤミ金融等非正規業者」とは、国（財務局）または都道府県の登録を受けずに貸金業を営んでいる業者を指す。 
7「クレジットカードショッピング枠の現金化」とは、本来、商品やサービスを後払いするために設定されている「ショッピング」の利用

可能枠を換金する目的で利用すること。換金目的でクレジットカードを利用することは、クレジットカード会社の会員規約に違反する

行為で、クレジットカードの利用ができなくなったり、犯罪やトラブルに巻き込まれたりするケースもある。 
8「偽装質屋」とは、質屋営業を装い、担保価値のない物品を質置きさせた上で、実質的に年金等を担保にして金銭の貸付を行い、高額な

金利等の支払を求める業者を指す 
9 調査対象となっている個人の借入利用者は、平成 26 年度調査ではプレ調査にて貸金業者から現在借入残高ありと回答した 8,747 名の

うちの 1,550 名、平成 25 年度調査ではプレ調査にて貸金業者から現在借入残高ありと回答した 7,042 名のうちの 1,064 名、平成 24 年

度ではプレ調査にて貸金業者から現在借入残高ありと回答した 7,683 名のうちの 3,714 名から本調査の回答を得ている。 
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６. 金融詐欺等による被害の状況 

 金融詐欺等による被害の経験について調査したところ、個人の借入利用者では、被害に遭ったことがある

と回答した割合は、「架空請求詐欺」が 4.1％と最も高く、次いで「オレオレ詐欺」が 1.4％となった。また、借

入経験のある事業者では、「架空請求詐欺」が 3.5％と最も高く、次いで「オレオレ詐欺」と「金融商品等取

引名目の詐欺（儲かります詐欺）」がそれぞれ 1.5％と続いている。 （P49 図 34） 

 金融詐欺の被害に遭ったとわかったときの対応については、個人の借入利用者では「何もしなかった」が

33.7％と最も高く、「警察に相談した」が 27.2％、「消費者生活センターや貸金業協会などの相談窓口に相

談した」が 20.3％となった。また、借入経験のある事業者では、「警察に相談した」が 35.6％と最も高く、「何

もしなかった」が 32.2％、「消費者生活センターや貸金業協会などの相談窓口に相談した」が 26.7％と続い

ている。 （P50 図 35） 

 

Ⅲ.貸金業者調査の結果について 

１. 貸金業者の貸付状況 

 貸金業者の、直近時点と改正貸金業法の公布時における貸付実施状況について調査したところ、消費者

向け無担保貸付を実施していると回答した割合（直近）は、59.5%（改正貸金業法の公布時より 2.9 ポイント

低下）となっており、専業主婦（主夫）向け貸付では、6.8%（同 18.8 ポイント低下）、事業者向け無担保貸付

では、39.9%（同 0.3 ポイント上昇）となっている。 （P51 図 36） 

 貸付を実施していない（止めた）理由については、消費者向け無担保貸付では「申込みが殆どないから（資

金需要が見込めないから）」が 20.6%、専業主婦（主夫）向け貸付では「総量規制の導入による影響」が

27.8%、事業者向け無担保貸付では「申込みが殆どないから（資金需要が見込めないから）」が 26.2%と、そ

れぞれ最も高い結果となった。 （P52,53 図 37） 

 消費者向け貸付（貸付先）における年収別の内訳をみると、「300 万円未満」の占める割合が 36.1％と最も

高く、次いで「300 万円以上～500 万円未満」が 31.8％、「500 万円以上～1,000 万円未満」が 22.0％となっ

た。（P54 図 38） 

 事業者向け貸付（貸付先）における資金使途別の内訳をみると、個人事業主、小規模企業、中規模企業以

上でそれぞれ、「事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）」が 23.0%、16.8%、2.4%、「事業の経常的な運転

資金」が 57.4%、61.9%、82.5%、「設備投資資金」が 4.6%、8.0%、2.0%となった。 （P55 図 39） 

 

２. 貸金業者の経営状況・課題 

 貸金業者の経営状況を確認したところ、直近 3 期の期末時点における営業貸付金利息が常に営業費用を

下回っており、依然として貸金業者の収支構造は赤字体質が続いている。 （P56 図 40） 

 貸金業者の最重要課題では、「コンプライアンスの徹底」と回答した割合が 82.0％と最も高く、次いで「改正

貸金業法への的確な対応」が 77.8％、「収益力の強化」が 40.4％と続いている。 （P57 図 41） 

 貸金業者の事業規模別にみると、法人事業主（資本金 5 億円以上）、法人事業主（資本金 5 億円未満）で

は「コンプライアンスの徹底」と回答した割合が最も高く、それぞれ 90.1%、81.4%となっている。一方で、個人

事業主の場合では、「改正貸金業法への的確な対応」が最も高く 85.2%となった。 （P58 図 41） 
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３. 貸金業の今後の見通し 

 貸金業の今後の見通しについて調査したところ、「現状維持」と回答した割合が 65.2%と最も高く、「事業縮

小」が 16.7%、「事業拡大」が 13.8%となった。（P59 図 42） 

 貸金業者の事業規模別にみると、「事業拡大」と回答した割合は、法人事業主（資本金 5 億円以上）、

法人事業主（資本金 5 億円未満）、個人事業主でそれぞれ 26.6％、12.2％、8.1％と、規模が大きい

ほどその割合が高い傾向となった。一方、「事業縮小」と回答した割合は、それぞれ 10.1％、16.3％、

25.7％と、事業規模が小さいほどその割合が高い傾向となっている。（P59 図 42） 

 事業を継続する上での課題については、「収益性」と回答した割合が 60.2%と最も高く、「集客や顧客への

サービスを継続できない」が 18.3%、「利息返還請求」が 17.8 と続いている。（P60 図 43） 

 貸金業者の事業規模別にみると、「収益性」と回答した割合は、法人事業主（資本金 5 億円以上）、法人事

業主（資本金 5 億円未満）、個人事業主でそれぞれ 22.2％、57.4％。80.4％と、規模が小さいほどその割合

が高い傾向となっている。 （P60 図 43） 

 

４. 利息返還請求の実態 

 2013 年度の利息返還金と元本毀損額の合計は 3,696 億円、最高裁判所判決10後 8 か年の利息返還金と

元本毀損額の合計は約 5.8 兆円となり、2013 年度の期末利息返還引当金残高 0.8 兆円を加えると、利息

返還請求関連費用は約 6.6 兆円となっている。 （P61 図 44） 

 利息返還請求時の債務者区分をみると、「完済・残高なしの先」が 47.1％（昨年度から 7.7 ポイント上昇、

一昨年度から 13.4 ポイント上昇）と最も高く、過去三ヵ年上昇傾向となった。一方、「正常返済先」では

29.3％（昨年度から 1.6 ポイント低下、一昨年度から 4.2 ポイント低下）、「延滞先」では 23.6％（昨年度から

6.1 ポイント低下、一昨年度から 9.2 ポイント低下）と、それぞれ過去三ヵ年低下傾向となっている。    

（P62 図 45） 

 

５. 貸金業者によるカウンセリングの実施内容について 

 貸金業者に対し、カウンセリングの実施状況について調査したところ、「貸付け可能な顧客から、新たな借

入れの申込みを受けた場合」については、60.7％が「借入金返済の負担軽減に繋がる返済条件の変更に

関する提案」を実施していると回答した。 （P63 図 46） 

 「貸付できない（断りとなる）顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合」については、48.0%が「日本貸

金業協会への生活再建支援カウンセリングへの誘導」を実施していると回答している。 （P63 図 47） 

 「既存顧客から返済に関する問合せや、相談を受けた場合」については、79.5%が「借入金返済の負担軽

減に繋がる返済条件の変更に関する提案」を実施していると回答した。 （P64 図 48） 

 「延滞中や、支払不能となった既存顧客から、債務整理等の相談を受けた場合」については、79.3%が「借

入金返済の負担軽減に繋がる返済条件の変更に関する提案」を実施していると回答している。 （P64 図

49） 

  

                                                  
10 2006 年 1 月 13 日最高裁第二小法廷において、債務者が利息制限法超過部分を超過して返済する際のいわゆる「みなし弁済」につい

て、期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払の任意性が原則否定され、本特約下の弁済に「みなし弁済」は成立し

ない旨が示された判決。 
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 貸金業者に対し、利用者からの相談内容の増減について調査したところ、「増加している」と回答した割合

は「借入について」が 15.5％と最も高く、次いで「返済について」が 11.2％、「生活設計や事業の資金繰りに

ついて」が 9.0％と続いている。 （P67 図 54） 

 貸金業者の事業規模別にみると、法人事業主（資本金 5 億円以上）、法人事業主（資本金 5 億円未満）、

個人事業主とも、「増加している」と回答した割合は「借入について」が最も高く、それぞれ 15.1%、13.1%、

24.7%となっている。 （P68 図 54） 
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■ 調査結果 
Ⅰ. 貸金市場の状況（金融庁「貸金業関係資料集」より） 

（１） 登録貸金業者数の推移 

 登録貸金業者数は平成 18 年 3 月から平成 26 年 3 月までの 8 年間に 14,236 業者から 2,113 業

者へと、85.2％減少している。 

 

＜図 1：登録貸金業者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 貸金業者における貸付残高の推移 

 貸金業者の消費者向け貸付残高は、平成 18 年 3 月の 20.9 兆円から平成 26 年 3 月には 6.2 兆

円へと 70.3％の減少、同じく事業者向け貸付残高は、20.5 兆円から 16.7 兆円へと 18.5％減少して

いる。 

 

＜図 2：貸付残高の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 事業者向貸付残高には、グループ会社間での貸付残高も含むことに留意が必要  
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Ⅱ. 資金需要者調査の結果について 

１. 資金需要者（個人）の借入状況 

（１） 貸金業者への借入申込状況 

 個人の借入利用者に対して、改正貸金業法の完全施行日以降の借入申込状況について調査し

たところ、「新規申込みを行った、または既存の借入枠を利用しようとした」と回答した割合は 25.7％、

現在借入残高がある個人の借入利用者では 42.7％となった。 

 

＜図 3：改正貸金業法の完全施行日以降の借入申し込み状況＞ 

[個人の借入利用者 n=3,111] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜借入残高有無＞ 
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い
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＜経年比較（借入残高あり）＞ 
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（２） 貸金業者への借入申込結果 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ個人の借入利用者のうち、希望どおりの借

入れができたと回答した割合は 68.7％、借入残高ありでは 67.8%（昨年度から 6.6 ポイント上昇、一

昨年度から 8.0 ポイント上昇）と過去三ヵ年上昇傾向となっている。 

 

＜図 4：希望通りの借入れ可否＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ個人の借入利用者 n=799]  
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＜経年比較（借入残高あり）＞ 
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（３） 借入れの申込みを行った際の資金使途 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ際の資金使途について調査したところ、「趣

味／娯楽（レジャー、旅行を含む）費用」と回答した割合が 46.9％（昨年度から 2.2 ポイント低下、一

昨年度から 2.0 ポイント上昇）と最も高く、次いで「食費」が 21.9％となっている。 

 年収別でみると、「趣味／娯楽（レジャー、旅行を含む）費用」と回答した割合は、低所得者層、中

所得者層、高所得者層それぞれ 35.8％、48.5％、55.4％と、年収が低いほどその割合が低い傾向

にある一方で、「食費」と回答した割合は、27.1％、24.0％、13.5％と、年収が低いほどその割合が

高い傾向となっている。 

 

＜図 5：改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ際の資金使途（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行った個人の借入利用者 n=799]  
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（４） 貸金業者に借入れの申込みを行わなかった理由 

 改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった個人の借入利

用者に対して、その理由について調査したところ、「新たな借入れの必要がなかったから」と回答し

た割合が93.3％（昨年度から6.5ポイント上昇、一昨年度から16.3ポイント上昇）と最も高く過去三ヵ

年上昇傾向にあり、「新たな借入れができないと思ったから」が 3.7％、「貸金業者以外から借入れ

したから」が 1.3％と続いている。 

 

＜図 6：貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった理由（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった 

個人の借入利用者]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93.3%

3.7%

1.3%

1.2%

0.6%

0.4%

0.2%

86.8%

7.3%

2.7%

1.9%

1.5%

0.9%

0.5%

77.0%

7.5%

2.0%

0.0%

0.0%

1.3%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新たな借入れの必要がなかったから

新たな借入れの必要はあったが、

新たな借入れができないと思ったから

新たな借入れの必要があったが、

貸金業者以外から借入れしたから

新たな借入れの必要はあったが、

配偶者の同意が得られないと思ったから

新たな借入れの必要はあったが、

手続きや書類作成が煩雑と感じたから

新たな借入れの必要はあったが、

必要な書類をそろえられなかったから

新たな借入れの必要はあったが、

近くに貸金業者の店舗がなかったから

2014年度調査

(n=2312)

2013年度調査

(n=1567)

2012年度調査

(n=2494)
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（５） 新たな借入先として検討した先 

 改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った個人の借入利用者に対して、

新たな借入先として検討した先について調査したところ、「クレジットカード・信販会社」が 60.3％と

最も高く、「銀行等の預金取扱金融機関」が 43.6％、「消費者金融会社（全国展開等の大手消費者

金融会社）」が 37.5％と続いている。 

 年収別でみると、低所得者層と中所得者層では「クレジットカード・信販会社」がそれぞれ 72.4％、

58.1％、高所得者層では「銀行等の預金取扱金融機関」が 56.9％と最も高い結果となった。 

 

＜図 7：新たな借入れ先として検討した先（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った個人の借入利用者 n=456]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年収別＞ 

 

 

 

 

 

  

60.3%

43.6%

37.5%

9.0%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード・信販会社

銀行等の預金取扱金融機関

消費者金融会社（全国展開等の

大手消費者金融会社）

消費者金融会社（地域にある規模の

比較的小さな消費者金融会社）

事業者金融会社

72.4%

36.2%

37.1%

8.6%

7.8%

58.1%

38.9%

41.4%

9.9%

4.4%

53.3%

56.9%

32.1%

8.0%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

クレジットカード・信販会社

銀行等の預金取扱金融機関

消費者金融会社（全国展開等の

大手消費者金融会社）

消費者金融会社（地域にある規模の

比較的小さな消費者金融会社）

事業者金融会社

低所得者(年収300万円未満)(n=116)

中所得者(年収300万円以上600万円未満)(n=203)

高所得者(年収600万円以上)(n=137)



 

18 
 

（６） 新たな借入れ検討先として選んだ理由 

 改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った個人の借入利用者に対して、

新たな借入れ検討先として選んだ理由について調査したところ、消費者金融会社（大手）と消費者

金融会社（地域小規模）の場合では「審査が早かったから」がそれぞれ 52.4％、46.5％、クレジット

カード・信販会社の場合では「借入れ手続きが簡単だったから」が 46.8％、銀行等の預金取扱金融

機関では「金利が低かったから」が 56.2％と最も高い結果となった。 

 

＜図 8：新たな借入れ検討先として選んだ理由（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った個人の借入利用者]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.4%

46.5%

31.4%

27.0%

23.2%

12.4%

11.9%

10.8%

9.2%

1.1%

46.5%

44.2%

34.9%

30.2%

20.9%

18.6%

11.6%

14.0%

14.0%

0.0%

37.4%

46.8%

32.3%

25.2%

27.1%

12.6%

15.8%

9.4%

5.8%

3.5%

56.7%

43.3%

53.3%

40.0%

30.0%

20.0%

16.7%

20.0%

10.0%

0.0%

35.5%

34.6%

56.2%

24.9%

24.9%

10.6%

19.8%

8.8%

5.1%

4.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

審査が早かったから

借入れ手続きが簡単だったから

金利が低かったから

担保・保証人が不要だったから

パソコンやスマートフォン等、

インターネットで申込みができるから

他人に気づかれずに借入れができるから

知名度があり、安心感があるから

店舗やＡＴＭが自宅や勤務先の

近くにあったから

テレビＣＭ等の印象が良かったから

その他

消費者金融会社（全国展開等の大手消費者金融会社）(n=185)

消費者金融会社（地域にある規模の比較的小さな消費者金融会社）(n=43)

クレジットカード・信販会社(n=310)

事業者金融会社(n=30)

銀行等の預金取扱金融機関(n=217)
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＜年収別＞ 

 

  
39.7%

35.3%

27.6%

27.6%

26.7%

15.5%

9.5%

8.6%

5.2%

5.2%

41.3%

35.4%

23.3%

19.4%

37.9%

14.6%

9.7%

8.7%

7.8%

2.9%

33.1%

37.4%

10.8%

17.3%

54.0%

10.8%

6.5%

5.0%

4.3%

4.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

借入れ手続きが簡単だったから

審査が早かったから

パソコンやスマートフォン等、インターネットで申

込みができるから

担保・保証人が不要だったから

金利が低かったから

知名度があり、安心感があるから

他人に気づかれずに借入れができるから

店舗やＡＴＭが自宅や勤務先の近くにあったか

ら

テレビＣＭ等の印象が良かったから

その他

低所得者(年収300万円未満)(n=116)

中所得者(年収300万円以上600万円未満)(n=206)

高所得者(年収600万円以上)(n=139)
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（７） 貸金業者以外からの借入先 

 改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった個人の借入利

用者のうち、貸金業者以外から借入れを行った際の借入先について調査したところ、「銀行等の預

金取扱金融機関」と回答した割合が 63.3％と最も高く、次いで「家族や親族」が 30.0％（昨年度から

5.7 ポイント低下、一昨年度から 3.5 ポイント上昇）となった。 

 

＜図 9：貸金業者以外からの借入先（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わず、貸金業者以外から 

借入れを行った個人の借入利用者 n=30]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.3%

30.0%

6.7%

3.3%

3.3%

0.0%

0.0%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

銀行等の預金取扱金融機関

家族や親族

友人・知人

国や自治体、生活協同組合等の

セーフティネット貸付

クレジットカードショッピング枠の現金化業者

質屋

ヤミ金融等非正規業者

その他
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（８） 希望どおりの借入れができなかった際の行動 

 貸金業者から希望どおりの借入れができなかった個人の借入利用者に対して、借入れができな

かった際の行動について調査したところ、生活費（52.1％）や趣味・娯楽費（45.7％）の抑制で対応

している結果となった。 

 年収別でみると、「生活費を抑制した」と回答した割合は低所得者層、中所得者層、高所得者層で

それぞれ 60.0％、48.8％、46.4％と、年収が低いほどその割合が高い傾向となっている。 

 

＜図 10：借入れができなくなった際にとった行動（複数回答）＞ 

[希望どおりの借入れができなかった個人の借入利用者 

（「特に何もしていない」と回答した方は除く） n=267] 

 

 

 

 

 

 

  

52.1%

45.7%

12.7%

6.4%

3.7%

5.2%

4.1%

3.7%

3.7%

2.6%

2.2%

1.5%

16.5%

6.7%

4.5%

2.2%

1.9%

1.1%

6.4%

4.1%

4.1%

3.0%

2.6%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活費を抑制した

趣味/娯楽（レジャー、旅行を含む）などの費用を抑制した

ギャンブルにかける費用を抑制した

医療費を抑制した

教育費を抑制した

家族や親族から借りた

質屋から借りた

友人・知人から借りた

ヤミ金融等非正規業者から借りた

クレジットカードショッピング枠の現金化業者から借りた

銀行等の預金取扱金融機関から借りた

国や自治体、生活協同組合等のセーフティネット貸付を利用した

家族や親族に相談した

友人・知人に相談した

弁護士や司法書士、弁護士会などが行っている

相談窓口（法テラスを含む）に相談した

金融庁、財務局、消費者庁、都道府県、市区町村などの

行政が設置している相談窓口に相談した

日本貸金業協会の相談窓口に相談した

国民生活センター、消費生活センターの相談窓口に相談した

新しく仕事（パートやアルバイトを含む）を始めたり増やしたりした

公共料金の支払いを繰り延べた

納税・納付などの支払いを繰り延べた

既存借入れの返済期間の延長を申し入れた

保有資産を売却した

返済ができなくて、自己破産・債務整理の手続きを申請した

支出を抑えた

相談窓口や

家族、知人等に

相談した

貸金業者以外から

借りた

その他の行動を
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＜年収別＞ 

 

 
 
 
 
 

  

60.0%

44.4%

7.8%

8.9%

3.3%

6.7%

2.2%

3.3%

5.6%

3.3%

1.1%

1.1%

21.1%

5.6%

6.7%

2.2%

2.2%

0.0%

3.3%

5.6%

5.6%

2.2%

4.4%

2.2%

48.8%

47.1%

19.0%

6.6%

4.1%

4.1%

5.8%

4.1%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

14.9%

8.3%

5.0%

2.5%

1.7%

1.7%

9.1%

1.7%

3.3%

2.5%

0.8%

2.5%

46.4%

44.6%

7.1%

1.8%

3.6%

5.4%

3.6%

3.6%

5.4%

3.6%

5.4%

1.8%

12.5%

5.4%

0.0%

1.8%

1.8%

1.8%

5.4%

7.1%

3.6%

5.4%

3.6%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活費を抑制した

趣味/娯楽（レジャー、旅行を含む）などの費用を抑制した

ギャンブルにかける費用を抑制した

医療費を抑制した

教育費を抑制した

家族や親族から借りた

質屋から借りた

友人・知人から借りた

ヤミ金融等非正規業者から借りた

クレジットカードショッピング枠の現金化業者から借りた

銀行等の預金取扱金融機関から借りた

国や自治体、生活協同組合等のセーフティネット貸付を利用した

家族や親族に相談した

友人・知人に相談した

弁護士や司法書士、弁護士会などが行っている

相談窓口（法テラスを含む）に相談した

金融庁、財務局、消費者庁、都道府県、市区町村などの

行政が設置している相談窓口に相談した

日本貸金業協会の相談窓口に相談した

国民生活センター、消費生活センターの相談窓口に相談した

新しく仕事（パートやアルバイトを含む）を始めたり増やしたりした

公共料金の支払いを繰り延べた

納税・納付などの支払いを繰り延べた

既存借入れの返済期間の延長を申し入れた

保有資産を売却した

返済ができなくて、自己破産・債務整理の手続きを申請した

低所得者(年収300万円未満)

(n=90)

中所得者(年収300万円以上600万円未満)

(n=121)

高所得者(年収600万円以上)

(n=56)

支出を抑えた

相談窓口や

家族、知人等に

相談した

貸金業者以外から

借りた

その他の行動を

取った
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（９） 希望どおりの借入れができなかったことによる影響 

 希望どおりの借入れができなかった個人の借入利用者に対して、その影響について調査したとこ

ろ、68.0％が日常の生活に支障がでたと回答している。 

 年収別でみると、日常の生活に支障がでたと回答した割合は、低所得者層、中所得者層、高所得

者層でそれぞれ 73.3％、70.8％、52.1％と、年収が低いほどその割合が高い傾向となっている。 

 

＜図 11：借入れできなくなったことによる影響（複数回答）＞ 

[希望どおりの借入れができなかった個人の借入利用者 n=375]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年収別＞ 

 

 
  

68.0%

13.1%

12.0%

8.8%

5.3%

14.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常の生活に支障がでた

子供の教育費に関して支障がでた

冠婚葬祭等への参加に支障がでた

事故や急病等による通院に支障がでた

災害等、不慮の事象による住まいの

修繕・転居に支障がでた

その他

73.3%

13.0%

11.5%

8.4%

3.1%

12.2%

70.8%

10.5%

13.5%

11.1%

8.2%

11.1%

52.1%

19.2%

9.6%

4.1%

2.7%

26.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常の生活に支障がでた

子供の教育費に関して支障がでた

冠婚葬祭等への参加に支障がでた

事故や急病等による通院に支障がでた

災害等、不慮の事象による住まいの

修繕・転居に支障がでた

その他

低所得者(年収300万円未満)(n=131)

中所得者(年収300万円以上600万円未満)(n=171)

高所得者(年収600万円以上)(n=73)



 

24 
 

２. 資金需要者（事業者）の借入状況 

（１） 貸金業者への借入申込状況 

 借入経験のある事業者に対して、改正貸金業法の完全施行日以降の借入申込状況について調

査したところ、「新規申込みを行った、または既存の借入枠を利用しようとした」と回答した割合は

30.5％、「新たな借入れの申し込みも、既存の借入枠の利用もしようとしていない」と回答した割合

は 69.5％となった。 

 

＜図 12：改正貸金業法の完全施行日以降の借入申し込み状況＞ 

[借入経験のある事業者] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.5%

37.5%

23.5%

69.5%

62.5%

76.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014年度調査

(n=1041)

2013年度調査

(n=1038)

2012年度調査

(n=1650)

新たな借入れ契約を申込んだ、または、既存の借入枠を利用しようとした

新たな借入れの申込みも、既存の借入枠の利用もしようとしていない
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（２） 貸金業者への借入申込結果 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ借入経験のある事業者のうち、希望どおり

の借入れができたと回答した割合が 59.6％（昨年度から 12.0 ポイント上昇、一昨年度から 12.9 ポイ

ント上昇）と過去三ヵ年上昇傾向となっている。 

 

＜図 13：希望通りの借入れ可否＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ借入経験のある事業者]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.6%

47.6%

46.7%

26.2%

29.0%

26.9%

5.4%

9.0%

7.5%

8.8%

14.4%

18.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014年度調査

(n=317)

2013年度調査

(n=389)

2012年度調査

(n=387)

希望どおりの金額で借入れできた

借入れできたが希望どおりの金額ではなかった

希望どおりの金額ではなかったので、借入れをやめた

借入れできなかった（断られた）
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（３） 借入れの申込みを行った際の資金使途 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行った際の資金使途について調査したとこ

ろ、「取引先への支払い（事業の一時的な運転資金）」と回答した割合が 42.6％と最も高い結果と

なっている。 

 

＜図 14：改正貸金業法の完全施行日以降に借入れを申込んだ際の資金使途（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行った借入経験のある事業者 n=317]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6%

31.5%

18.9%

12.9%

10.1%

33.1%

24.9%

14.8%

9.5%

9.1%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）:取引先へ

の支払い

事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）:設備資金

等の支払い

事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）:銀行等の

預金取扱金融機関からの借入れに対する返済

事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）:従業員に

対する給与等の支払い

事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）:事業者金

融会社等の貸金業者に対する返済

事業の経常的な運転資金:取引先への支払い

事業の経常的な運転資金:設備資金等の支払い

事業の経常的な運転資金:銀行等の預金取扱金融

機関からの借入れに対する返済

事業の経常的な運転資金:従業員に対する給与等

の支払い

事業の経常的な運転資金:事業者金融会社等の貸

金業者に対する返済

その他
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（４） 貸金業者に借入れの申込みを行わなかった理由 

 改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった借入経験のある

事業者に対して、その理由について調査したところ、「新たな借入れの必要がなかったから」と回答

した割合が 84.7％（昨年度から 14.7 ポイント上昇、一昨年度から 16.1 ポイント上昇）と最も高く、「新

たな借入れができないと思ったから」が 8.6％、「貸金業者以外から借入れしたから」が 3.6％と続い

ている。 

 

＜図 15：貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった理由（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった 

借入経験のある事業者]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84.7%

8.6%

3.6%

2.6%

1.9%

0.4%

70.0%

15.6%

9.7%

3.9%

5.5%

0.8%

68.6%

11.7%

4.9%

3.1%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新たな借入れの必要がなかったから

新たな借入れの必要はあったが、新たな借入れ

ができないと思ったから

新たな借入れの必要はあったが、貸金業者以外

から借入れしたから

新たな借入れの必要はあったが、必要な書類を

そろえられなかったから

新たな借入れの必要はあったが、手続きや書類

作成が煩雑と感じたから

新たな借入れの必要はあったが、近くに貸金業

者の店舗がなかったから

2014年度調査

(n=724)

2013年度調査

(n=649)

2012年度調査

(n=1263)
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（５） 新たな借入先として検討した先 

 改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った借入経験のある事業者に対

して、新たな借入先として検討した先について調査したところ、「銀行等の預金取扱金融機関」が

58.1％と最も高く、「クレジットカード・信販会社」が 48.0％、「消費者金融会社（全国展開等の大手

消費者金融会社）」が 28.5％と続いている。 

 

＜図 16：新たな借入れ先として検討した先（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った借入経験のある事業者 n=179]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.1%

48.0%

28.5%

24.0%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

銀行等の預金取扱金融機関

クレジットカード・信販会社

消費者金融会社（全国展開等の大手消費者金

融会社）

事業者金融会社

消費者金融会社（地域にある規模の比較的小

さな消費者金融会社）
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（６） 新たな借入れ検討先として選んだ理由 

 改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った借入経験のある事業者に対

して、新たな借入れ検討先として選んだ理由について調査したところ、消費者金融会社（大手）、消

費者金融会社（地域小規模）、クレジットカード・信販会社では「借入れ手続きが簡単だったから」が

それぞれ 56.9％、57.1％、59.3％と最も高く、事業者金融会社の場合では「担保・保証人が不要

だったから」が 53.5％、銀行等の預金取扱金融機関では「金利が低かったから」が 52.9％と最も高

い結果となった。 

 

＜図 17：新たな借入れ検討先として選んだ理由（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に新たに借入れの申込みを行った借入経験のある事業者 n=179]  
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52.9%

41.2%

27.5%
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11.8%
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2.0%

57.1%

42.9%

42.9%

23.8%

9.5%

14.3%

4.8%

9.5%

9.5%

59.3%

43.0%

46.5%

36.0%

22.1%

8.1%

14.0%

5.8%

3.5%

51.2%

37.2%

53.5%

44.2%

11.6%

14.0%

9.3%

4.7%

11.6%

48.1%

36.5%

40.4%

52.9%

17.3%

6.7%

20.2%

1.9%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

借入れ手続きが簡単だったから

審査が早かったから

担保・保証人が不要だったから

金利が低かったから

パソコンやスマートフォン等、

インターネットで申込みができるから

店舗やＡＴＭが自宅や勤務先の

近くにあったから

知名度があり、安心感があるから

テレビＣＭ等の印象が良かったから

その他

消費者金融会社（全国展開等の大手消費者金融会社）(n=51)

消費者金融会社（地域にある規模の比較的小さな消費者金融会社）(n=21)

クレジットカード・信販会社(n=86)

事業者金融会社(n=43)

銀行等の預金取扱金融機関(n=104)
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（７） 貸金業者以外からの借入先 

 改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった借入経験のある

事業者のうち、貸金業者以外から借入れを行った際の借入先について調査したところ、「銀行等の

預金取扱金融機関」と回答した割合が 61.5％と最も高く、「国や自治体、生活協同組合等のセーフ

ティネット貸付」が 30.8％、「家族や親族」が 26.9％と続いている。 

 

＜図 18：貸金業者以外からの借入先（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に、貸金業者へ借入れの申込みを行わなかった 

借入経験のある事業者 n=26]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.5%

30.8%

26.9%

7.7%

3.8%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

銀行・信用金庫・信用組合等の

預金取扱金融機関

国や自治体、生活協同組合等の

セーフティネット貸付

家族や親族

友人・知人

質屋

ヤミ金融等非正規業者

クレジットカードショッピング枠の現金化業者
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（８） 希望どおりの借入れができなかった際の行動 

 貸金業者から希望どおりの借入れができなかった借入経験のある事業者に対して、借入れができ

なかった際の行動について調査したところ、生活費（62.4％）や趣味・娯楽費（49.7％）の抑制で対

応している一方、家族や親族から借りた（9.8％）等の貸金業者以外からの借入れでも対応している

結果となった。 

 

＜図 19：借入れができなくなった際にとった行動（複数回答）＞ 

[希望どおりの借入れができなかった借入経験のある事業者 

（「特に何もしていない」と回答した方は除く） n=173] 

 

 

 

 

 

 

  

62.4%

49.7%
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6.4%
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1.2%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活費を抑制した

趣味/娯楽（レジャー、旅行を含む）などの費用を抑制した

医療費を抑制した

ギャンブルにかける費用を抑制した

教育費を抑制した

家族や親族から借りた

友人・知人から借りた

銀行等の預金取扱金融機関から借りた

国や自治体、生活協同組合等のセーフティネット貸付から借りた

クレジットカードショッピング枠の現金化業者から借りた

ヤミ金融等非正規業者から借りた

質屋から借りた

家族や親族に相談した

保有資産を売却した

友人・知人に相談した

金融庁、財務局、消費者庁、都道府県、市区町村などの行政が設置し

ている相談窓口に相談した

国民生活センター、消費生活センターの相談窓口に相談した

弁護士や司法書士、弁護士会などが行っている相談窓口（法テラスを含

む）に相談した

日本貸金業協会の相談窓口に相談した

納税・納付などの支払いを繰り延べた

取引先への支払いを繰り延べた

公共料金の支払いを繰り延べた

事業の規模を縮小した

既存借入れの返済期間の延長を申し入れた

事業の継続をあきらめ、自己破産等事業の清算手続きを行った

支出を抑えた

貸金業者以外

から借りた

相談窓口や

家族、知人等に

相談した

その他の行動を

とった
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（９） 希望どおりの借入れができなかったことによる影響 

 希望どおりの借入れができなかった借入経験のある事業者に対して、その影響について調査した

ところ、「事業を拡大することができなかった（事業を縮小した）」と回答した割合が 41.2％と最も高く、

次いで「取引先への支払いや、納品等に支障がでた」が 32.9％、「事業に必要な資材の購入等に

支障がでた」が 31.9％となっている。 

 

＜図 20：借入れできなくなったことによる影響（複数回答）＞ 

[希望どおりの借入れができなかった借入経験のある事業者 n=216]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.2%

32.9%

31.9%

18.5%

14.4%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業を拡大することができなかった（事業を縮

小した）

取引先への支払いや、納品等に支障がでた

事業に必要な資材の購入等に支障がでた

設備の故障に対する修繕に支障がでた

従業員の雇用に支障が出た

その他
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３. 個人向け貸付に求められる商品特性 

（１） 資金の借入れを行う際に重要だと考える点 

 個人の借入利用者に対して、資金の借入れを行う際に重要だと考える点について調査したところ、

「金利が低い」が 63.7％と最も高く、「保証人を立てずに借りられる」が 46.4％、「申し込みから借入

れまでのスピードが速い」が 45.3％と続いている。 

 

 

＜図 21：借入れを行う際に重要だと考える点（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行った個人の借入利用者 n=3,111]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年収別＞ 

 

 

  

63.7%

46.4%

45.3%

44.9%

42.1%

28.2%

12.7%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

金利が低い

保証人を立てずに借りられる

申込みから借入れまでのスピードが早い

無担保で借りられる

手続きが簡単である

小額で借りられる

家族や知人等に気付かれずに借りられる

その他

65.1%

52.9%

44.5%

46.6%

45.0%

34.5%

17.1%

1.5%

62.3%

43.8%

46.3%

43.8%

43.9%

26.4%

12.0%

1.7%

64.3%

43.1%

44.8%

44.7%

36.6%

24.3%

9.1%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

金利が低い

保証人を立てずに借りられる

申込みから借入れまでのスピードが早い

無担保で借りられる

手続きが簡単である

小額で借りられる

家族や知人等に気付かれずに借りられる

その他

低所得者(年収300万円未満)(n=939)

中所得者(年収300万円以上600万円未満)(n=1270)

高所得者(年収600万円以上)(n=902)
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（２） 新たな借入れとして必要だった金額・期間 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが申込みを

あきらめた個人の借入利用者に対して、新たな借入れとして必要だった金額について調査したとこ

ろ、「10 万円以内」と回答した割合が 29.5％と最も高く、100 万円以下（10 万円以内、30 万円以内、

50 万円以内、100 万円以内）と回答した割合が全体の 76.4％となった。 

 年収別でみると、10 万円以内と回答した割合は低所得者層、中所得者層、高所得者層でそれぞ

れ 38.2％、26.3％、25.3％と、年収が低いほどその割合が高い傾向となっている。 

 また、新たな借入れが必要だった期間については、「1 年超」と回答した割合が 34.9％と最も高く、1

年以下（1 週間以内、1 か月以内、3 か月以内、6 か月以内、1 年以内）と回答した割合が全体の

47.1％となった。 

 

＜図 22：新たな借入れとして必要だった金額・期間＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが 

申込みをあきらめた個人の借入利用者 n=954]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年収別＞ 
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8.0%
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9.4%

8.7%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低所得者(年収300万円未満)

(n=286)

中所得者

(年収300万円以上600万円未満)

(n=423)

高所得者(年収600万円以上)

(n=245)

29.5% 20.0% 14.7% 12.2% 15.6% 8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10万円以内 30万円以内 50万円以内 100万円以内 100万円超 わからない

76.4％ 

10万円以内 30万円以内 50万円以内 100万円以内 100万円超 わからない
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[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが 

申込みをあきらめた個人の借入利用者 n=954]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年収別＞ 

 

 

  

4.8% 14.5% 9.7% 7.0% 11.1% 34.9% 18.0%
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47.1％ 

1週間以内 1か月以内 3か月以内 6か月以内 1年以内 1年超 わからない
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13.6%

15.8%
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8.4%

10.2%

10.6%

7.7%
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13.1%

29.1%

37.2%

37.5%

22.7%

19.1%

10.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低所得者(年収300万円未満)

(n=286)

中所得者

(年収300万円以上600万円未満)

(n=423)

高所得者(年収600万円以上)

(n=245)

1週間以内 1か月以内 3か月以内 6か月以内 1年以内 1年超 わからない
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 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが申込みを

あきらめた借入経験のある専業主婦（主夫）に対して、新たな借入れとして必要だった金額につい

て調査したところ、「10 万円以内」と回答した割合が 45.2％と最も高く、100 万円以下（10 万円以内、

30 万円以内、50 万円以内、100 万円以内）と回答した割合が全体の 84.9％となった。 

 また、新たな借入れが必要だった期間については、「1 年超」と回答した割合が 20.8％と最も高く、1

年以下（1 週間以内、1 か月以内、3 か月以内、6 か月以内、1 年以内）と回答した割合が全体の

53.8％となった。 

 

＜図 23：専業主婦（主夫）における新たな借入れとして必要だった金額・期間＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが 

申込みをあきらめた借入経験のある専業主婦（主夫） n=106]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが 

申込みをあきらめた借入経験のある専業主婦（主夫） n=106]  
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10万円以内 30万円以内 50万円以内 100万円以内 100万円超 わからない
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4.7% 17.0% 10.4% 7.5% 14.2% 20.8% 25.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1週間以内 1か月以内 3か月以内 6か月以内 1年以内 1年超 わからない

53.8％
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４. 事業者向け貸付に求められる商品特性 

（１） 資金の借入れを行う際に重要だと考える点 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行った借入経験のある事業者に対して、資

金の借入れを行う際に重要だと考える点について調査したところ、「申し込みから借入れまでのス

ピードが速い」が 60.2％と最も高く、「無担保で借りられる」が 56.8％、「保証人を立てずに借りられ

る」が 56.6％と続いている。 

 

＜図 24：借入れを行う際に重要だと考える点（複数回答）＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行った個人の借入利用者 n=1,041]  
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

申込みから借入れまでのスピードが早い

無担保で借りられる

保証人を立てずに借りられる

金利が低い

手続きが簡単である

小額で借りられる

その他
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（２） 新たな借入れとして必要だった金額・期間 

 改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが申込みを

あきらめた借入経験のある事業者に対して、新たな借入れとして必要だった金額について調査した

ところ、100 万円以内と回答した割合が 60.7％となった。 

 また、新たな借入れが必要だった期間については、「1 年超」と回答した割合が 32.5％と最も高く、

「1 週間以内」から「1 年以内」と回答した割合の合計が 55.8％となっている。 

 

 

＜図 25：新たな借入れとして必要だった金額・期間＞ 

[改正貸金業法の完全施行日以降に借入れの申込みを行ったもしくは借入れたかったが 

申込みをあきらめた借入経験のある事業者 n=428]  
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申込みをあきらめた借入経験のある事業者 n=428]  
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（３） 貸金業者から契約締結前に事前交付される概要書面の記載事項が、重要なポイントのみに

絞られる（簡素化される）場合の影響 

 借入経験のある事業者に対して、貸金業者から契約締結前に事前交付される概要書面の記載事

項が、重要なポイントのみに絞られる（簡素化される）場合の影響について調査したところ、「そう思

う」と回答した割合は、「契約内容を理解しやすくなる（契約内容理解のための負担が減る）」では

47.8％となった。一方、「事前に契約内容を詳しく確認することができなくなるなど、不都合が生じる」

では 34.8％となっている。 

 

＜図 26：貸金業者から契約締結前に事前交付される概要書面の記載事項が、重要なポイントのみに絞られる 

（簡素化される）場合の影響＞ 

[借入経験のある事業者 n=1,041]  
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（４） 貸金業者から保証人に対して、契約締結前に同時に交付されている概要書面と詳細書面が

詳細書面のみに一本化された場合の影響 

 借入経験のある事業者に対して、貸金業者から保証人に契約締結前に同時に交付されている概

要書面と詳細書面が、詳細書面のみに一本化された場合の影響についての意見を調査したところ、

「そう思う」と回答した割合は、「契約内容を理解しやすくなる（契約内容理解のための負担が減る）」

では 49.0％となった。一方、「事前に保証契約の内容を詳しく確認することができなくなるなど、不

都合が生じる」では 30.5％となっている。 

 

＜図 27：貸金業者から保証人に対して、契約締結前に同時に交付されている概要書面と詳細書面が詳細書面のみに 

一本化された場合の影響＞ 

[借入経験のある事業者 n=1,041]  
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５. ヤミ金融等非正規業者との接触・利用状況 

（１） ヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現金化業者、偽装質屋の認知 

 個人の借入利用者に対して、ヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現金化業者、

偽装質屋の認知について調査したところ、「どのようなものか知っている」と回答した割合は、「ヤミ

金融等非正規業者」が 38.8％、「クレジットカードショッピング枠の現金化業者」が 32.9％、「偽装質

屋」が 15.7％となった。 

 一方、「聞いたことがない、知らない」と回答した割合は、「ヤミ金融等非正規業者」が 10.8％、「クレ

ジットカードショッピング枠の現金化業者」が 19.7％、「偽装質屋」が 54.4％となっている。 

 

＜図 28：ヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現金化業者、偽装質屋の認知＞ 

[個人の借入利用者 n=3,111]  
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（２） 個人の借入利用者におけるヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現金化

業者、偽装質屋の接触・利用状況 

 個人の借入利用者（借入残高あり）のヤミ金融等非正規業者との接触経験がある割合は 16.1％

（昨年度から 4.6 ポイント低下、一昨年度から 4.6 ポイント上昇）、クレジットカードショッピング枠の現

金化業者では 21.5％（昨年度から 5.2 ポイント低下、一昨年度から 5.7 ポイント上昇）、偽装質屋  

については 7.8％（昨年度から 2.2 ポイント低下）となった。 

 

＜図 29：ヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現金化業者、偽装質屋の接触・利用状況＞ 

[ヤミ金融等非正規業者の接触・利用状況 個人の借入利用者（借入残高あり）]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[クレジットカードショッピング枠の現金化業者の接触・利用状況 個人の借入利用者（借入残高あり）]  
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[偽装質屋の接触・利用状況 個人の借入利用者（借入残高あり）]  
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（３） 借入経験のある事業者におけるヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現

金化業者、偽装質屋の接触・利用状況 

 借入経験のある事業者のヤミ金融等非正規業者との接触経験がある割合は 9.9％（昨年度から

12.5 ポイント低下、一昨年度から 3.8 ポイント低下）、クレジットカードショッピング枠の現金化業者で

は 14.7％（昨年度から 12.4 ポイント低下、一昨年度から 5.2 ポイント低下）、偽装質屋については

3.0％（昨年度から 3.3 ポイント低下）となった。 

 

＜図 30：ヤミ金融等非正規業者、クレジットカードショッピング枠の現金化業者、偽装質屋の接触・利用状況＞ 

[ヤミ金融等非正規業者の接触・利用状況 借入経験のある事業者]  
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[偽装質屋の接触・利用状況 借入経験のある事業者]  
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（４） ヤミ金融等非正規業者の利用意向 

 個人の借入利用者に対して、ヤミ金融等非正規業者の利用意向について調査したところ、「そう思

う」と回答した割合は、「ヤミ金融等非正規業者を利用しなくても借入れできるような制度にする方が

よい」では 42.3％となった。 

 一方、「正規の貸金業者から借入れできないのであれば、ヤミ金融等非正規業者を利用してもや

むを得ない」では 7.9％、「ヤミ金融等非正規業者であっても、取立てが厳しくなければ利用しても

やむを得ない」では 5.8％となっている。 

 

＜図 31：ヤミ金融等非正規業者の利用意向＞ 

[個人の借入利用者 n=3,111]  
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（５） クレジットカードショッピング枠の現金化業者の利用意向 

 個人の借入利用者に対して、クレジットカードショッピング枠の現金化業者の利用意向について調

査したところ、「そう思う」と回答した割合は、「クレジットカードショッピング枠現金化業者を利用しな

くても、借入れできるような制度にする方がよい」では 41.7％となった。 

 一方、「正規の貸金業者から借入れできないのであれば、クレジットカードショッピング枠現金化業

者を利用してもやむを得ない」では 11.0％、「小額であれば、クレジットカードショッピング枠現金化

業者を利用してもやむを得ない」では 9.4％となっている。 

 

＜図 32：クレジットカードショッピング枠の現金化業者の利用意向＞ 

[個人の借入利用者 n=3,111]  
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（６） 偽装質屋の利用意向 

 個人の借入利用者に対して、偽装質屋の利用意向について調査したところ、「そう思う」と回答した

割合は、「偽装質屋を利用しなくても、借入れできるような制度にする方がよい」では 39.2％となっ

た。 

 一方、「正規の貸金業者から借入れできないのであれば、偽装質屋を利用してもやむを得ない」で

は 5.0％、「小額であれば、偽装質屋を利用してもやむを得ない」では 3.3％となっている。 

 

 

＜図 33：偽装質屋の利用意向＞ 

[個人の借入利用者 n=3,111]  
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６. 金融詐欺等による被害の状況 

（１） 金融詐欺等による被害の状況 

 個人の借入利用者に対して、金融詐欺等による被害の経験について調査したところ、被害に遭っ

たことがあると回答した割合は、「架空請求詐欺」が 4.1％と最も高く、次いで「オレオレ詐欺」が

1.4％となった。 

 借入経験のある事業者では、「架空請求詐欺」が 3.5％と最も高く、次いで「オレオレ詐欺」と「金融

商品等取引名目の詐欺（儲かります詐欺）」がそれぞれ 1.5％と続いている。 

 

＜図 34：金融詐欺等による被害の状況（複数回答）＞ 

[個人の借入利用者 n=3,111]  
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（２） 金融詐欺等への対応 

 金融詐欺の被害に遭ったことのある個人の借入利用者に対して、金融詐欺の被害に遭ったとわ

かったときの対応について調査したところ、「何もしなかった」が 33.7％と最も高く、「警察に相談した」

が 27.2％、「消費者生活センターや貸金業協会などの相談窓口に相談した」が 20.3％となった。 

 借入経験のある事業者では、「警察に相談した」が 35.6％と最も高く、「何もしなかった」が 32.2％、

「消費者生活センターや貸金業協会などの相談窓口に相談した」が 26.7％となっている。 

 

 

＜図 35：金融詐欺等への対応（複数回答）＞ 

[個人の借入利用者 n=276]  
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Ⅲ. 貸金業者調査の結果について 

１. 貸金業者の貸付状況 

（１） 貸付種別ごとの実施状況 

 貸金業者の、直近時点と改正貸金業法の公布時における貸付実施状況について調査したところ、

消費者向け無担保貸付を実施している割合（直近）は、59.5%と、改正貸金業法の公布時より、2.9

ポイント低下、専業主婦（主夫）向け貸付を実施している割合（直近）は、6.8%と、同 18.8 ポイント低

下、事業者向け無担保貸付をしている割合（直近）は、39.9%と、同 0.3 ポイント上昇している。 

 

＜図 36：直近時点、改正貸金業法の公布時の貸付状況＞ 
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住宅貸付(消費者向け)

(n=780)

専業主婦向け貸付
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（２） 貸付を実施していない（止めた）理由 

 貸付を実施していない（止めた）理由について調査したところ、消費者向け無担保貸付では「申込

みが殆どないから（資金需要が見込めないから）」が 20.6%、専業主婦（主夫）向け貸付では「総量

規制の導入による影響」が 27.8%、事業者向け無担保貸付では「申込みが殆どないから（資金需要

が見込めないから）」が 26.2%と、それぞれ最も高い結果となった。 

 

＜図 37：直近時点で貸付を実施していない（止めた）理由（複数回答）＞ 

＜消費者向け貸付＞ 
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(n=399)

18.2%

27.8%

7.5%

25.9%

24.2%

3.4%

43.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

申込みが殆どないから（資金需要が
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＜事業者向け貸付＞ 
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5.8%

6.1%

27.1%
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（３） 消費者向け貸付における属性別貸付状況 

 消費者向け貸付における所得階層別の内訳をみると、「300 万円未満」の占める割合が 36.1％と最

も高く、次いで「300 万円以上～500 万円未満」が 31.8％、「500 万円以上～1,000 万円未満」が

22.0％となった。 

 

＜図 38：消費者向け貸付における属性別貸付件数構成比＞ 

＜職業別貸付先（注 1）＞ 
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注 1：有効回答とした貸金業者における貸付件数の構成比を、個社ごとの貸付件数合計値を基に加重平均して算出 

 

※参考：株式会社日本信用情報機構における、残高がある借入利用者の借入件数毎の登録人数内訳 

（平成 27 年 1 月末時点 合計 1,156 万人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低所得者層：36.1％ 
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１件

２件

３件

４件

５件以上

56.8%

15.0%

9.1%

7.6%

4.1%

2.7%

2.5%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

給与所得者（正社員）

契約社員、派遣社員、嘱託社員、

パート・アルバイト

自営業

無職・その他（フリーター含む）

会社・団体の経営者・役員

公務員・非営利団体職員

教職員・医師・弁護士など

専業主婦（主夫） 有効回答数:322業者

7.4%

12.0%

16.7%

18.9%

12.9%

22.0%

4.7%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100万円未満

100万円以上～200万円未満
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500万円以上～1,000万円未満

1,000万円以上

不明 有効回答数:303業者
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（４） 事業者向け貸付における資金使途別貸付状況 

 事業者向け貸付における資金使途別の合計貸付残高構成比は、個人事業主、小規模企業、中規

模企業以上でそれぞれ、「事業の一時的な運転資金（つなぎ資金）」が 23.0%、16.8%、2.4%、「事業

の経常的な運転資金」が 57.4%、61.9%、82.5%、「設備投資資金」が 4.6%、8.0%、2.0%となった。 

 

＜図 39：事業者向け貸付における資金使途別貸付残高構成比＞ 

[事業者向け貸付を実施している貸金業者（関係会社に貸付残高がある貸金業者を除く）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有効回答とした貸金業者における貸付残高の合計値から構成比を算出 

 

 

（単位：百万円） 

個人事業主 

(有効回答数： 

161 業者合計) 

小規模企業 

(有効回答数： 

192 業者合計) 

中規模企業以上 

(有効回答数： 

104 業者合計) 

事業の一時的な運転資金 

（つなぎ資金） 
24,604 29,772 179,598

事業の経常的な運転資金 64,653 120,508 2,547,584

設備投資資金 6,316 51,957 1,230,621

その他 15,974 35,148 327,997

 

 

  

23.0%

16.8%
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57.4%

61.9%

82.5%

4.6%

8.0%

2.0%

15.0%

13.3%

13.1%
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個人事業主

(有効回答数：

161業者）

小規模企業

(有効回答数：
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中規模企業以上
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事業の一時的な運転資金（つなぎ資金） 事業の経常的な運転資金 設備投資資金 その他
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２. 貸金業者の経営状況・課題 

（１） 貸金業に係る事業コスト構造 

 貸金業者（消費者金融業態）における、営業貸付残高に対する各収支項目比率を調査したところ、

「営業貸付金利息比率」は 2011 年度の 14.8％から 2013 年度の 13.1％へと低下している。 

 また、「営業費用総額（利息返還費用を含む）の比率」は 2011 年度が 30.3％、2012 年度が 22.6％、

2013 年度が 20.4％と、2011 年度から低下傾向にあり、「利息返還費用を除いた営業費用の比率」

は 2011 年度が 17.1％、2012 年度が 13.2％、2013 年度が 12.3％へと低下傾向となっている。 

 

 

＜図 40：各収支項目の営業貸付金残高比率の推移＞ 

[消費者金融業態  n=165] 
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5.4% 4.6%

4.7%
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（２） 最重要経営課題 

 貸金業者の最重要課題では、「コンプライアンスの徹底」と回答した割合が 82.0％と最も高く、次い

で「改正貸金業法への的確な対応」が 77.8％、「収益力の強化」が 40.4％と続いている。 

 また、貸金業者の事業規模別にみると、法人事業主（資本金 5 億円以上）、法人事業主（資本金 5

億円未満）では「コンプライアンスの徹底」と回答した割合が最も高く、それぞれ 90.1%、81.4%となっ

た。一方、個人事業主の場合では、「改正貸金業法への的確な対応」が最も高く 85.2%となってい

る。 

 

 

＜図 41： 最重要経営課題（複数回答）＞ 

 [貸金業者 n=957] 
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27.0%
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18.4%

10.4%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの徹底

改正貸金業法への的確な対応

収益力の強化

事業ｺｽﾄの削減

新規貸付を増やす等、業容の拡大

債権回収の強化

審査姿勢の見直し

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ機能の充実

社会との調和

事業の多角化

積極的な社会貢献等のCSR活動
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＜事業規模別＞ 
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40.1%

23.2%

17.6%

16.2%

16.2%

14.1%

12.0%

1.4%

81.4%

76.5%
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40.1%

28.4%
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16.1%

18.3%

18.9%
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3.7%
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85.2%

20.0%

36.1%

22.6%

23.9%

27.1%

26.5%

34.2%

9.0%
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(n=651)

個人事業主

(n=155)
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３. 貸金業の今後の見通し 

（１） 貸金業の今後の見通し 

 貸金業の今後の見通しについて調査したところ、「現状維持」と回答した割合が 65.2%と最も高く、

「事業縮小」が 16.7%、「事業拡大」が 13.8%と続いている。 

 また、事業規模別にみると、「事業拡大」と回答した割合は、法人事業主（資本金 5 億円以上）、法

人事業主（資本金5億円未満）、個人事業主でそれぞれ26.6％、12.2％、8.1％と、規模が大きいほ

どその割合が高い傾向がある一方で、「事業縮小」と回答した割合は、それぞれ 10.1％、16.3％、

25.7％と、規模が小さいほどその割合が高い傾向となっている。 

 

 

＜図 42： 貸金業の今後の見通し（複数回答）＞ 

[貸金業者 n=920] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業規模別＞ 
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個人事業主
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（２） 事業を継続する上での課題 

 貸金業の今後の見通しについて「事業縮小」、「事業売却」、「廃業」と回答した貸金業者に対し、事

業を継続する上での課題を調査したところ、「収益性」と回答した割合が 60.2%と最も高く、「集客や

顧客へのサービスを継続できない」が 18.3%、「利息返還請求」が 17.8％と続いている。 

 また、貸金業者の事業規模別にみると、「収益性」と回答した割合は、法人事業主（資本金 5 億円

以上）、法人事業主（資本金5億円未満）、個人事業主でそれぞれ22.2％、57.4％、80.4％と、規模

が小さいほどその割合が高い傾向となっている。 

 

＜図 43： 事業を継続する上での課題（複数回答）＞ 

[貸金業の今後の見通しについて「事業縮小」、「事業売却」、「廃業」と回答した貸金業者 n=191] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業規模別＞ 
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個人事業主
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４. 利息返還請求の実態 

（１） 利息返還金、利息返還請求に伴う元本毀損額及び引当金の推移 

 2013 年度の利息返還金と元本毀損額の合計は 3,696 億円、最高裁判所判決後 8 か年の利息返

還金と元本毀損額の合計は約 5.8 兆円となり、2013 年度の期末利息返還引当金残高 0.8 兆円を

加えると、利息返還請求関連費用は約 6.6 兆円となっている。 

 

＜図 44：利息返還金、利息返還請求に伴う元本毀損額及び引当金の推移＞ 
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（２） 利息返還請求時の債務者区分 

 利息返還請求時の債務者区分を見ると、「完済・残高なしの先」が 47.1％（昨年度から 7.7 ポイント

上昇、一昨年度から 13.4 ポイント上昇）と最も高く過去三ヵ年上昇傾向にある。一方、「正常返済先」

は 29.3％（昨年度から 1.6 ポイント低下、一昨年度から 4.2 ポイント低下）、「延滞先」は 23.6％（昨

年度から 6.1 ポイント低下、一昨年度から 9.2 ポイント低下）と、それぞれ過去三ヵ年低下傾向となっ

ている。 

 

＜図 45：利息返還請求時の債務者区分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現状の人数割合は、回答のあった貸金業者における人数割合の平均値  
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５. 貸金業者によるカウンセリングの実施内容について 

（１） カウンセリングの実施状況 

 貸金業者に対し、カウンセリングの実施状況について調査したところ、「貸付け可能な顧客から、新

たな借入れの申込みを受けた場合」については、60.7％が「借入金返済の負担軽減に繋がる返済

条件の変更に関する提案」を実施していると回答している。 

 

＜図 46：貸付け可能な顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「貸付できない（断りとなる）顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合」については、48.0%が

「日本貸金業協会への生活再建支援カウンセリングへの誘導」を実施していると回答している。 

 

＜図 47：貸付できない（断りとなる）顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合＞ 
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行っている 行っていない
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関する相談先の案内(n=739)

行っている 行っていない
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 「既存顧客から返済に関する問合せや、相談を受けた場合」については、79.5%が「借入金返済の

負担軽減に繋がる返済条件の変更に関する提案」を実施していると回答している。 

 

＜図 48：既存顧客から返済に関する問合せや、相談を受けた場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「延滞中や、支払不能となった既存顧客から、債務整理等の相談を受けた場合」については、

79.3%が「借入金返済の負担軽減に繋がる返済条件の変更に関する提案」を実施していると回答し

ている。 

 

＜図 49：延滞中や、支払不能となった既存顧客から、債務整理等の相談を受けた場合＞ 
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（２） カウンセリングの実施意向 

 貸金業者に対し、現時点で実施していないと回答したカウンセリングにおける今後の実施意向につ

いて調査したところ、「貸付け可能な顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合」については、

42.0%が「借入金返済の負担軽減に繋がる返済条件の変更に関する提案」を行いたいと回答してい

る。 

 

＜図 50：貸付け可能な顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合＞ 

[現時点で当該カウンセリングを実施していない貸金業者] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「貸付できない（断りとなる）顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合」については、50.9%が

「日本貸金業協会への生活再建支援カウンセリングへの誘導」を行いたいと回答している。 

 

＜図 51：貸付できない（断りとなる）顧客から、新たな借入れの申込みを受けた場合＞ 

[現時点で当該カウンセリングを実施していない貸金業者] 
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 「既存顧客から返済に関する問合せや、相談を受けた場合」については、60.3%が「日本貸金業協

会の生活再建支援カウンセリングへの誘導」を行いたいと回答している。 

 

＜図 52：既存顧客から返済に関する問合せや、相談を受けた場合＞ 

[現時点で当該カウンセリングを実施していない貸金業者] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「延滞中や、支払不能となった既存顧客から、債務整理等の相談を受けた場合」については、

59.0%が「日本貸金業協会の生活再建支援カウンセリングへの誘導」を行いたいと回答している。 

 

＜図 53：延滞中や、支払不能となった既存顧客から、債務整理等の相談を受けた場合＞ 

[現時点で当該カウンセリングを実施していない貸金業者] 
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（３） 利用者からの相談内容 

 利用者からの相談内容の増減について調査したところ、「増加している」と回答した割合は「借入に

ついて」が 15.5％と最も高く、「返済について」が 11.2％、「生活設計や事業の資金繰りについて」

が 9.0％と続いている。 

 また、事業規模別にみると、法人事業主（資本金 5 億円以上）、法人事業主（資本金 5 億円未満）、

個人事業主とも、「増加している」と回答した割合は「借入について」が最も高く、それぞれ 15.1%、

13.1%、24.7%となった。 

 

＜図 54：利用者からの相談内容＞ 
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＜事業規模別＞ 
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■ 標本構成 

資金需要者向け調査（個人の借入利用者） 

＜地区＞                                     ＜個人年収＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜性別＞                              ＜年代＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[n=3,111] [n=3,111]

[n=3,111] [n=3,111]

12.2%

23.9%

15.8%

14.3%

17.3%

7.9%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道/東北地区

東京都以外の関東地区

東京都

東海/北陸地区

近畿地区

中国/四国地区

九州/沖縄地区

4.1%

3.2%

9.4%

13.5%

30.0%

19.0%

14.5%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収入なし

100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上500万円未満

500万円以上700万円未満

700万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

男性, 
78.7%

女性, 
21.3%

3.3%

18.2%

37.3%

28.7%

10.5%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上
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資金需要者向け調査（借入経験のある事業者） 

 

＜職業（個人事業主・小規模企業経営者）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年商（個人事業主）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資本金（会社法人）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[n=1,041] 

[n=866] 

[n=175] 

30.1%

29.7%

25.4%

7.3%

4.8%

2.5%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

500万円未満

500万円以上～1,000万円未満

1,000万円以上～3,000万円未満

3,000万円以上～5,000万円未満

5,000万円以上～1億円未満

1億円以上～10億円未満

10億円以上

15.2%

1.2%

0.4%

83.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社・団体の経営者 会社員（財務・経理担当役員）

会社・団体の財務・経理担当者 自営業・個人事業主

10.9%

40.0%

21.7%

20.6%

1.1%

2.9%

1.7%

0.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100万円以下

100万円超～500万円以下

500万円超～1,000万円以下

1,000万円超～2,000万円以下

2,000万円超～3,000万円以下

3,000万円超～5,000万円以下

5,000万円超～1億円以下

1億円超

わからない
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貸金業者向け調査 

 

区   分 発送数(*1)
有効 

回答数 

有効 

回答率(*1) 

残高カバ

レッジ(*2) 

協会員／ 

非会員 

協会員 1,236 789 63.8% 86.8%

非会員 811 253 31.2% 

法人／個人 
法人事業主 876  

個人事業主 166  

3 業態 

消費者金融業態 381  

事業者金融業態 405  

クレジット・信販他 201  

不明 55  

貸付残高 

5 億円以下 605  

5 億円超～100 億円以下 232  

100 億円超～500 億円以下 43  

500 億円超～5,000 億円以下 34  

5,000 億円超 7  

不明 121  

合   計 2,047 1,042 50.9% 

 

(*1) 非会員の法人／個人、3 業態及び貸付残高は、回答者のみ判定したため、3 業態及び貸付残高の発送数・有効回

答率は未算出。 

(*2) 残高カバレッジは、協会員のみ、回答者の貸付残高を全協会員の貸付残高で除した値を算出。 

 

 

 

 

以 上 

 


